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介護・医療連携推進会議 記録 

令和 7 年度 第 1 回 介護・医療連携推進会議 記録 

 

⚫ 事業所情報 

法人名 株式会社みらいさい福祉会 

事業所 愛光苑蟻ケ崎サポートセンター 

 

⚫ 開催日時・場所 

日時 令和 7 年 6 月 20 日（金）14:00～14：30 

場所 愛光苑ありがさき ホール 

 

⚫ 参加者（順不同） 

NO 所属（役職） 氏名 

1 松本市中央北地域包括センタ― O 様 

2 松本市社協北部 G 様 

3 蟻ケ崎北町会民生委員 O 様 

4 愛光苑蟻ケ崎サポートセンター 藤原 

   

 

⚫ 議事 

NO 議事内容 

1 利用者数 

2 サービス提供状況・勤務体制 

3 苦情事故報告 

4 人員 

5 行政から受けた指導の内容及び改善状況 

6 地域活動の実施状況・活動予定 

7 質疑応答 

8 その他 
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記録 

議事 1 利用者数 

 愛光苑ありがさき内・・・43 名中 42 名（6/18 現在） 

 うち男性 9 名・女性 33 名  

 移動手段：車いす使用 22 名・歩行器使用 15 名・独歩 5 名 

 平均介護度：3.03 

議事 2 サービス提供状況・勤務体制 

 介護・・・排泄介助、トイレ誘導介助、入浴介助、食事介助 

看護・・・バイタルチェック、薬の管理、傷の処置、排便コントロール、バルン管理、 

血糖値管理、インスリン注射、胃瘻の対応、医師との連携 

 

愛光苑蟻ケ崎サポートセンター内（1 日の勤務人数） 

夜勤  (2 名)   ・・・16：30～翌 8：30 

早番 （1 名） ・・・ 6：30～15：00 

日勤 （1～3 名） ・・・ 8：30～17：00 

遅番 （2 名） ・・・11：30～20：00 

看護 （1～2 名） ・・・ 8：30～17：00（夜間はオンコール体制） 

議事 3 苦情事故 

 令和 6 年 12 月 1 日～令和 7 年 5 月 31 日 

苦情・・・ 0 件 

事故・・・ 9 件 

(表皮剥離 3 件・転落 3 件・転倒 1 件・誤薬 1 件・バルンカテーテル抜去 1 件) 

議事 4 人員 

 管理者 ・・・1 名 

介護員 ・・・15 名（うちパート職員 1 名） 

看護師 ・・・4 名 

 

 

議事 5 行政から受けた指導の内容及び改善状況 

 なし 

議事 6 地域活動の実施状況・活動予定 

 ・「子供を守る安心の家」の登録をしています。 

・「介護何でも相談所」を開設しています。 

 介護についてのお悩み、介護保険サービスについて、介護職に興味がある方などの相談窓口としていま

す。 

・外部ボランティアの方のイベントを企画しています。今月は尺八演奏グループ「風紋の会」様をお呼びしま

す。 12 月には長野県動物愛護センター「ハローアニマル」様のイベントをおこないます。 

訓練を受けた犬やウサギと触れ合う事が出来ます。 
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・浅間温泉「地域交流センター」でおこなっています、「みんなのカフェ」に参加を予定しています。 

・「口腔連携強化加算」を算定しています。毎月の利用者様のモニタリングに加えて 「口腔連携強化加算

に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書」の作成をおこないます。   項目の内容としまして、口

腔内の確認、奥歯でかみしめられるか、ムセは無いか、ブクブクうがいが出来るか、食べ物のため込みや残

留物が残らないか、などがあります。介護員、看護と確認し 歯科受診に繋げていくかどうかのご相談をお

こないます。 

  歯科受診をした月、デイサービスで請求がある方には加算はいたしません。  

・秋には「秋まつり」と称しまして施設のイベントを企画しています。地域の皆さんにもご参加いただけるような

内容を考えております。 

・松本市高齢福祉課の介護相談員の方に月に一度来ていただいております。2 名の相談員の方が 1 時

間ほど時間を取っていただき、利用者様のお話を聞いてくださっております。 

 今までに「目に違和感を感じる。」との訴えからご家族様に対応していただき眼科受診に繋げられたり、実

は牛乳が苦手だったなど、職員に伝えにくかったお話を聞いていいただく事が出来ております。 

快適な住環境になるお手伝いが出来ればと考えております。 

・秋には北町会の文化祭に利用者様の作品を掲示させていただきました。 

 

議事 7 意見・質疑応答 

意見 1 2.（1）の共同マネジメントの実践について、ケアマネ間でも話しましたところ、モニタリングがしっかりとされており施

設の様子がわかりとても助かっております。ケアが増えたとしても介護度に合わせた金額が決まっているので利用者

様も安心して利用して頂いています。 

回答 1 ありがとうございます。 

定期巡回でケアに入っております定期のケアは一日のスケジュールで組んでいますが、日中を通じて随時での

ケアが多い方もいます。いずれも介護度に合わせた金額のみで追加の請求はありません。 

意見 2 区分変更について、骨折など生活面の変化で施設からの区分変更の依頼を受けますが、もう少し状態の

様子を見てもらいたい。認定調査後、介護度が決定するまでに状態が改善する事もあり何か月か様子を見

てもらいたい。 

回答 2 先の話にもありました、スマケアで身体介助等のケアを入力していますので、ケアに係る時間がすべて記録に

残ります。身体介助のみではなく、ご本人の痛みが軽減されても認知面で身体介助以外にケアに係る時間

も多くなっています。今回ご指摘の方については調査後から認定結果が出るまで 3 カ月近くかかってしまい、

それまでに痛みについては軽減されていました。ですが、身体介助以外の認知症の症状も出ています。次回

の更新時にまた介護度が下がる事もあると思います。調査時は実際のケア内容で介護度が決まりましたの

で、ご理解頂けたらと思います。 

質問 1 職員が外部の研修を受けることは出来るのか？ 

回答 1 外部の研修も受けています。それ以外に介護研修としまして「ジョブメドレーアカデミー」を活用し法令研修、

個人研修を受けています。 

 

議事 8 その他 



4 

 

介護・医療連携推進会議 記録 

報告  

 

 

 

 

議事録作成 藤原 


